
 

 

 

 

 

 

       土地利用マスタープラン〔全体構想〕と〔地区別構造〕      

土地利用等マスタープランの〔全体構想〕は、このホームページで紹介させていた

だいたとおり、市域全体の土地利用や都市計画についての方針を示すものです。 

 より具体的な内容については、各地区の実情や特性を活かした計画にするため、

〔地区別構想〕を作成し、各地区のまちづくりの基本的な方針を定めます。 

 地区別構想の策定にあたっては、各地区の自然、歴史、文化など地域資源の活用

や皆さんの抱えている問題などさまざまな事柄を十分に把握する必要があります。 

 より良いまちづくりには住民の皆さんが主体的に計画づくりに参画していただくこと

が不可欠であり、市と皆さんとの協働作業により〔地区別構想〕の策定に取り組んで

いきたいと考えています。 

 

 

 

 

●まちづくりってなんだろう？● 

まちづくりを、むずかしく考える必要はありません。暮らしの中でなにげなく、「この

風景を活かしていきたいな。」「あの緑を大切にしたいな。」「あそこにゆっくりと散歩で

きる道がほしいな。」…と感じたことはありませんか。 

 もしも、感じたことがあるのなら、あなたの気持ちの中でまちづくりは始まっているの

です。 

●まちづくりの主役はあなたです● 

ひとりひとりのまちづくりに対する思いや、日常、不便に感じたり不思議に思ったこ

とを、みんなで話し合い、夢と問題意識を共有しあって自分たちが暮らしている地区

の将来の姿を描くことが実現に向けた一歩です。 

 土地利用マスタープラン〔地区別構想〕の策定は、そうしたまちづくりを進めるための

一つの方法です。 

 これから、土地利用マスタープラン〔全体構想〕の考え方を基に、各地区の皆さんひ

とりひとりが主役となって、地区の土地利用のあり方を明らかにする〔地区別構想〕の

策定への取り組みを通じて、楽しくまちづくりに参加してください。 


